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軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
等（
納
税
義
務
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
を
登
録
、
廃
車
、
譲
渡
等
す

る
場
合
に
は
、
関
係
機
関
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
盗
難
等

に
よ
り
実
際
に
所
有
し
て
い
な
く
て
も
所

定
の
手
続
き
を
し
な
い
と
い
つ
ま
で
も
税

金
が
か
か
り
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
普
通
自
動
車
と
は
違

い
、
月
割
で
計
算
し
ま
せ
ん
。
４
月
１
日

を
過
ぎ
て
か
ら
廃
車
、
名
義
変
更
を
し
て

も
税
の
払
戻
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

３
月
末
は
、
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で

早
め
に
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
の
手
続
き

▼
市
役
所
で
で
き
る
手
続
き

・
原
動
機
付
自
転
車
（
125�

cc
ま
で
）

・
小
型
特
殊
自
動
車

・
ミ
ニ
カ
ー

▼
市
役
所
以
外
の
手
続
き
場
所

車
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
車
両
以

外
は
自
家
用
自
動
車
組
合
で
も
代
行
し
て

い
ま
す
。（
岡
崎
、豊
田
ナ
ン
バ
ー
は
除
く
）

安
城
商
工
会
議
所
内
（
☎
（76）
３
４
５
１
）

刈
谷
商
工
会
議
所
内
（
☎
（21）
３
７
０
２
）

▼
納
税
方
法

　

年
１
回
、
５
月
中
旬
に
納
税
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、５
月
末
日（
土

・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
営

業
日
）
ま
で
に
市
役
所
、
最
寄
り
の
市

税
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※�

口
座
振
替
の
人
は
、５
月
末
日
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
営

業
日
）
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
さ
れ
ま
す
。
便
利
な
口
座
振
替
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

納
税
証
明
書
は
６
月
９
日
頃
発
送
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
納
税
証
明
書
の

発
送
ま
で
に
車
検
を
受
け
る
人
は
、

記
帳
し
た
通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
納
付
確
認
の
う
え
、
税
務
課
窓

口
で
納
税
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

 

自
賠
責
制
度
に
つ
い
て

　

バ
イ
ク
・
原
動
機
付
自
転
車
に
も
自

賠
責
保
険
（
共
済
）
へ
の
加
入
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
保
険

（
無
共
済
）
で
走
行
す
る
と
、
法
律
に

よ
り
罰
金
お
よ
び
罰
則
が
課
せ
ら
れ
、

免
許
停
止
処
分
と
な
り
ま
す
。

▼
自
賠
責
保
険
︵
共
済
︶
の
取
扱
い

損
害
保
険
会
社
、
農
業
協
同
組
合
（
Ｊ

Ａ
共
済
連
）、
労
働
者
共
済
生
活
協
同

組
合
（
全
労
済
）、
自
動
車
共
済
協
同

組
合
（
全
自
共
）、
ト
ラ
ッ
ク
交
通
共

済
協
同
組
合
（
交
協
連
）

※�

バ
イ
ク
、原
動
機
付
自
転
車
は
次
の
代

理
店
等
で
加
入
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

�

バ
イ
ク
販
売
店
・
カ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
損
害
保

険
会
社
の
代
理
店
・
農
協
等

 

軽
自
動
車
税
の
減
免

　

原
則
と
し
て
、
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
人
（
18
歳
未
満
の
人
や
精
神
に
障
が

い
が
あ
る
場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る

人
）
が
所
有
し
て
い
る
オ
ー
ト
バ
イ
、

軽
自
動
車
に
か
か
る
税
金
は
、
障
が
い

の
程
度
に
よ
り
一
台
に
限
り
減
免
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
普
通
自
動
車
で
税
金

が
減
免
さ
れ
て
い
る
人
、
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用
券
や
高
齢
者

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
は
、受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請　

４
月
３
日
㈪
～
５
月
24
日
㈬

ま
で
に
税
務
課
市
民
税
係
へ
。

▼
持
参
す
る
も
の

身
体
障
害
者
手
帳
等
・
自
動
車
検
査

証
・
運
転
免
許
証
（
該
当
の
車
を
運
転

す
る
人
の
も
の
）・
印
鑑
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
分
か
る
も
の

手続き内容 必要なもの

登
録

販売業者から
購入する場合 登録者の印鑑、販売証明書

市外から転入
した場合

登録者の印鑑、廃車証明書または
ナンバープレート

人から譲り受
けた場合

登録者の印鑑、廃車証明書または
ナンバープレート、譲渡証明書

廃車するとき 登録者の印鑑、ナンバープレート

盗難にあったとき
※必ず警察に届けてください。
警察への盗難届出済の証明できる
もの、登録者の印鑑

登録者と届出者が違う人の場合、届出者の印鑑も必要となります。

車　種 届　出　先

二輪の軽自動車
（125ccを超え
250cc以下）

軽自動車
協会

三河分室
豊田市若林西町西葉山48番地1
☎0565-52-3111

軽自動車 軽自動車
検査協会

愛知主管事務所　三河支所
豊田市若林西町西葉山48番地2
☎050-3816-1772

二輪の小型自動車
（250ccを超えるもの） 運輸支局

西三河自動車検査登録事務所
豊田市若林西町西葉山46
☎050-5540-2047

知っていますか？軽自動車税
▶問合せ　税務課　市民税係（☎95-0116）
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1．原動機付自転車・二輪車等
　◆平成28年度から税率が引き上げられています。

車種区分 年税額

原動機付自転車

50㏄以下 2,000円

50㏄超〜90㏄以下 2,000円

90㏄超〜125㏄以下 2,400円

ミニカー 3,700円

軽二輪
125㏄超〜250㏄以下（側車付きを含む） 3,600円

トレーラー 3,600円

二輪の小型自動車 250㏄超 6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用車 2,400円

その他（フォークリフト等） 5,900円

2．軽四輪等
　◆平成27年4月1日以降に新規登録する車両から、新税率が適用されています。
　◆�平成28年度からは、電気自動車等の一部を除き、「最初の新規検査」から13年を経過した車両について、経年
重課の税率が適用されています。平成29年度に経年重課の税率が適用される車両は、平成15年以前に新規登録
した車両が対象です。

車種区分
年税額

平成27年3月31日以前登録 平成27年4月1日以降登録 経年重課

軽四輪

乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円   6,900円   8,200円

貨物
自家用 4,000円   5,000円   6,000円

営業用 3,000円   3,800円   4,500円

三輪 3,100円   3,900円   4,600円

※「最初の新規検査」とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を指し、自動車検査証の「初度検査年月」です。

3．グリーン化特例（軽課）
　◆�平成27年4月1日～平成28年3月31日に新規登録した一定の環境性能を有する車両には、燃費性能に応じたグリー
ン化特例（軽課）が、平成28年度分について適用されています。このグリーン化特例は、平成28年度のみの措
置でしたが、税政改正により1年間延長されることが決まりました。

　◆�平成28年4月1日～平成29年3月31日に、一定の環境性能を有する車両を取得した場合に、平成29年度分の軽自
動車税について適用されます。

車種区分

年税額

・電気自動車
・ 天然ガス自動車（平成21年

排出ガス規制からNOx10％
低減）

・ 乗用車は、平成32年度燃費
基準＋20％達成車

・ 貨物車は、平成27年度燃費
基準＋35％達成車

・ 乗用車は、平成32年度燃費
基準達成車

・ 貨物車は、平成27年度燃費
基準＋15％達成車

軽四輪

乗
用

自家用 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨
物

自家用 1,300円 2,500円 3,800円

営業用 1,000円 1,900円 2,900円

三輪 1,000円 2,000円 3,000円

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

知っていますか？軽自動車税

軽自動車税の税率について
▶問合せ　税務課　市民税係（☎95-0116）
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